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熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（設置） （設置） 

第２条 別表に定めるところにより、執行機関及び公営企業管理者の附属機関を置く。 第２条 別表に定めるところにより、執行機関及び公営企業管理者の附属機関を置く。 

２ 【略】 ２ 【略】 

別表 別表 

 １ 市長の附属機関  １ 市長の附属機関 

 附属機関名 設置目的 

１ 【略】 

～ 

７９ 

８０ 熊本西環状道路軟弱地盤対策検討委員会 谷尾崎・池上地区で発生した地盤沈下等の対策その他の熊本西環状道路及

びその周辺の地盤に関する対策について、必要な技術的事項を審議する。 

 

８１ 【略】 

～ 

８６ 

８７ 熊本駅西土地区画整理事業地内地質調査

に関する専門家会議 

熊本駅西土地区画整理事業地内で発生した擁壁等の変状について、発生原

因の調査及び対策に必要な技術的事項を審議する。 

 

８８ 熊本市営住宅整備事業者選定審議会 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１

１年法律第１１７号）に基づく市営住宅整備事業を実施する民間事業者の

選定について、必要な事項を審議する。 

 
 

 附属機関名 設置目的 

１ 【略】 

～ 

７９ 

８０ 谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する

専門家会議 

谷尾崎・池上地区で発生した地盤沈下等について、発生原因及び対策に

必要な技術的事項を審議する。 

 

８１ 【略】 

～ 

８６ 

【新設】 

 

 

【新設】 

 

 

 
 

 ２～５ 【略】  ２～５ 【略】 

  

 



『谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する専門家会議』に関する条例の一部改正について

２．専門家会議にかかる条例改正について

➢令和４年度、『砂原工区』を新規事業化。調査・設計等に着手予定。

➢『池上工区』と同様に軟弱地盤である可能性が高いことから、専門家会議

に意見を伺いながら事業を進めていく。

１．谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する専門家会議の経緯

熊本西環状道路（池上工区）の橋梁基礎工事に伴い、
『谷尾崎地区』、『池上地区』で確認された地盤沈下等の
発生原因究明や対応策の実施等に係る意見・助言の聴取を
目的とし、臨時的な附属機関として専門家会議を設置。

R4.5委員への説明用資料

≪改正概要≫

改正後 現行

附属
機関名

熊本西環状道路軟弱地盤対策
検討委員会

谷尾崎・池上地区地盤沈下等に
関する専門家会議

設置
目的

谷尾崎・池上地区で発生した地
盤沈下等の対策その他の熊本西
環状道路及びその周辺の地盤に
関する対策について、必要な技
術的事項を審議する。

谷尾崎・池上地区で発生した地
盤沈下等について、発生原因及
び対策に必要な技術的事項を審
議する。
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１２

役職等 氏名 分野等

熊本大学名誉教授 北園 芳人 地盤防災

東海大学名誉教授 市川 勉 地下水学

熊本大学教授 椋木 俊文 環境地盤工学

地盤品質判定士協議会 田上 裕 地盤工学

谷尾崎・
池上地区

審議対象範囲の拡大に
伴う改正

■令和２年９月

専門家会議から答申 ⇒ 答申を踏まえて工事を実施■令和３年４月

池上工区において今後予定されている同種の工事について
も、引き続き審議を行うため条例に定める附属機関に改正。

■令和３年６月

≪委員≫（改正後も継続）


